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第１章 基本構想 

 

 

１ 計画策定の趣旨 
 

本県では、1988（昭和 63）年に群馬県保健医療計画を策定して以来、医療提供体制の整備

や医師確保対策など様々な取組を展開するとともに、必要に応じて計画の改定を行ってきまし

た。 

そして現在、少子高齢化の進展に伴う疾病構造の変化、医療の高度化・専門化、県民の健康

に対する意識の高まりなど、保健医療を取り巻く環境は著しく変化しており、医師や看護師等

の医療従事者の不足や働き方改革も課題となっています。 

また、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、我が国の医療提供体制に多大な

影響が生じ、救急医療をはじめ、地域医療の様々な課題が浮き彫りとなり、地域における入

院・外来・在宅にわたる医療機能の分化・強化、連携等を行う重要性や、地域医療全体を視野

に入れて適切な役割分担の下で必要な医療提供を行う重要性などが改めて認識されました。 

さらに、介護分野においても、医療ニーズを併せ持つ重度の要介護者や認知症高齢者の増加

など、医療及び介護の連携の必要性はこれまで以上に高まっています。 

特に今後、全国的には 2040 （令和 22）年頃に医療・介護の複合的ニーズを有する高齢者

数が高止まりする一方、生産年齢人口は急速に減少していきます。増大する医療・介護ニーズ

を限りある人材等で支えていくためには、医療・介護提供体制の最適化や効率化を図っていく

ことも重要です。 

 こうした中、誰もが安心して健やかな生活を送るためには、保健・医療・福祉が密に連携し

た上で、保健医療施策の推進を図ることが必要です。 

また、持続的かつ切れ目のない医療・介護サービスを提供していくためには、病床機能の分

化・連携等によりサービス提供体制を充実させていくことともに、医療の現場で働く人たちが

働きやすい環境整備を図ることも重要です。 

本県では、2018（平成 30）年に第８次群馬県保健医療計画を策定し、さらに 2020（令和

２）年には医師確保計画及び外来医療計画を追加したところですが、計画の期間が 2023（令

和５）年度までとなっていることから、これまでの県の取組や国が定める医療計画作成指針等

も踏まえ、改めて今後の保健医療のあり方などを検討し、県民が良質かつ適切な医療を安心し

て受けられる体制を構築するため、第９次群馬県保健医療計画を策定しました。 

 

２ 計画の理念 
 

この計画では、新・群馬県総合計画における７つの政策の柱の一つである「医療提供体制の

強化」が掲げる「誰一人取り残さない、必要な医療が持続的に切れ目なく提供される体制構

築」を目指し、次の理念に基づいて施策の展開を図ることとします。 

 

（１） 安全・良質な医療を提供し、誰もが健康で活躍できる暮らしを支える。 

（２） 人口減少や高齢化を踏まえ、持続可能な医療提供体制を確立する。 

（３） 医療従事者の確保・養成と、働き方改革を推進する。 



第１章 基本構想 

 

３ 計画の位置づけ 
 

この計画は、医療法（1948（昭和 23）年法律第 205 号）第 30 条の４第１項に基づき策定

される医療計画並びに高齢者の医療の確保に関する法律（1982（昭和 57）年法律第 80 号）

第９条第１項の規定に基づき策定する医療費適正化計画です。 

また、新・群馬県総合計画の個別計画として、医療分野における最上位計画の役割を持つと

ともに、計画の策定及び推進に当たっては次に掲げる保健・医療・福祉などの関連施策に関す

る各種県計画との整合性を図ります。 

 

〔整合性を図る各種計画（主なもの）〕 

（１） 群馬県がん対策推進計画 

（２） 群馬県循環器病対策推進計画 

（３） 群馬県国民健康保険運営方針 

（４） 群馬県依存症対策推進計画 

（５） 群馬県感染症予防計画 

（６） 群馬県新型インフルエンザ等対策行動計画 

（７） 群馬県肝炎対策推進計画 

（８） 群馬県結核予防計画 

（９） 群馬県アレルギー疾患対策推進計画 

（10）群馬県健康増進計画 

（11）群馬県歯科口腔保健推進計画 

（12）群馬県食育推進計画ぐんま食育こころプラン 

（13）群馬県福祉プラン 

（14）群馬県高齢者保健福祉計画 

（15）バリアフリーぐんま障害者プラン 

（16）群馬県自殺総合対策行動計画  など 

 

４ 計画の期間 
 

この計画の期間は、2024（令和６）年度から 2029（令和 11）年度までの６年間です。 
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第２章 群馬県の現状 

 

 

１ 人口構造 
 

(１) 総人口 

本県の総人口は 2004（平成 16）年の 2,035,542 人をピークに減少しており、2022（令

和４）年 10 月１日現在で 1,913,192 人となっています。 

これを年齢別の構成で見ると、年少人口（０～14 歳）が 213,925 人、生産年齢人口（15

～64 歳）が 1,076,640 人、老年人口（65 歳以上）が 580,781 人でした。 

また、総人口に占める構成割合で見ると、年少人口が 11.4％、生産年齢人口が 57.5％で

あり、ともに減少傾向が続いていますが、老年人口は 31.0％と過去最高でした。 

老年人口の割合を二次保健医療圏別で見ると、吾妻保健医療圏が 41.3％、富岡保健医療

圏が 38.4％、沼田保健医療圏が 37.8％など山間部を中心に高齢化が進んでいる状況です。 

 

本県人口の推移 

 
〔資料〕総務省｢国勢調査｣、県｢群馬県年齢別人口統計調査｣、                      

国立社会保障・人口問題研究所｢日本の地域別将来推計人口（2018）年推計）｣ 

 

二次保健医療圏の年齢３区分別人口（2022（令和４）年 10 月１日現在） 

 
※年齢不詳者は総数のみに含まれている               〔資料〕県｢群馬県年齢別人口統計調査｣ 

 

二次保健医療圏 総数

前橋 328,964 35,775 11.6% 176,550 57.0% 97,205 31.4%

渋川 109,253 12,461 11.5% 60,553 55.8% 35,594 32.8%

伊勢崎 246,679 30,026 12.5% 147,524 61.2% 63,385 26.3%

高崎・安中 423,802 49,159 11.8% 242,011 58.0% 125,819 30.2%

藤岡 64,540 6,515 10.2% 35,458 55.3% 22,162 34.6%

富岡 65,883 6,217 9.5% 34,012 52.1% 25,083 38.4%

吾妻 49,988 4,234 8.6% 24,814 50.2% 20,401 41.3%

沼田 74,660 7,137 9.6% 39,052 52.6% 28,022 37.8%

桐生 151,660 14,747 9.8% 82,604 55.0% 52,770 35.2%

太田・館林 397,763 47,654 12.2% 234,062 59.7% 110,340 28.1%
県計 1,913,192 213,925 11.4% 1,076,640 57.5% 580,781 31.0%

０～14歳 15～64歳 65歳以上
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(２) 世帯構成 

本県における 2020（令和２）年の世帯総数は 805,252 世帯で年々増加していますが、

１世帯あたりの人員は 2.41 人となり、減少傾向が続いています。 

また、一般世帯（住居と生計を共にしている人の集まり、一戸を構えている単身者、間借  

り・下宿屋等の単身者、会社等の独身寮の単身者）は 803,215 世帯で、2015（平成 27）

年から 31,201 世帯（４％）増加しています。このうち 65 歳以上の高齢親族のいる世帯数

は一般世帯数の 44.7％を占めており、特に高齢単身世帯（65 歳以上の単独世帯）や高齢夫

婦世帯（夫が 65 歳以上、妻が 60 歳以上の夫婦のみの世帯）の割合が増加しています。 

 

世帯総数と１世帯あたりの人員 

  
    〔資料〕総務省｢国勢調査｣    

二次保健医療圏別の世帯数 

 
〔資料〕総務省｢国勢調査（2020年）                   

本県の世帯構成の推移 

 
 〔資料〕総務省｢国勢調査｣    

一般世帯 施設等の世帯

前橋 141,882 141,556 326

渋川 42,093 41,886 207

伊勢崎 101,132 100,923 209

高崎・安中 183,074 182,586 488

藤岡 26,741 26,676 65

富岡 26,783 26,675 108

吾妻 21,613 21,526 87

沼田 30,984 30,917 67

桐生 64,414 64,256 158

太田・館林 166,536 166,214 322

県計 805,252 803,215 2,037

二次保健医療圏 世帯総数

428,818 55.5% 443,906 55.3% 15,088 103.5%

343,196 44.5% 359,309 44.7% 16,113 104.7%

高齢単身世帯 79,885 10.3% 93,993 11.7% 14,108 117.7%

高齢夫婦世帯 94,018 12.2% 103,437 12.9% 9,419 110.0%

その他 169,293 21.9% 161,879 20.2% ▲ 7,414 95.6%

772,014 100% 803,215 100% 31,201 104.0%一般世帯合計

区分 2015年度 2020年度 2020年度－2015年度

高齢親族のいない世帯

高齢親族のいる世帯
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２ 人口動態 
 

(１) 出生 

2021（令和３）年における本県の出生数は 11,236 人で、減少傾向が続いています。 

１人の女性が一生の間に生む子どもの数を示す合計特殊出生率は 2021 年では 1.35（全

国 1.3）となっており、少子化の進行が継続しています。 

 

出生数及び合計特殊出生率 

 
〔資料〕厚生労働省｢人口動態調査｣ 

 

(２) 死亡 

ア 死亡数及び死亡率 

死亡数は 1980 年頃までおおむね減少してきましたが、その後、高齢化の進展を背景に

年々増加傾向にあり、2021（令和３）年の死亡数は 24,304 人でした。 

また、本県における死亡率（人口千人あたりの死亡数）は、全国と比べると、やや高い

率で推移しています。 

 

死亡数及び死亡率 

 
〔資料〕厚生労働省｢人口動態調査｣ 

 

 



第２章 群馬県の現状 

 

イ 死因及び死亡率 

本県における 2021（令和３）年の死因として、最も多いのは悪性新生物＜腫瘍＞とな

り、次いで心疾患（高血圧性を除く）、老衰が続き、上位３つで全死亡数の約半数を占め

ています。 

第３位の老衰は高齢者の増加に伴い年々増加し、2020（令和２）年に脳血管疾患と入

れ替わって第３位の死因となりました。また、同様に誤嚥性肺炎も年々増加傾向にありま

す。 

 

本県の死亡総数に占める割合           本県の死因別死亡率（人口 10 万対）  

   
〔資料〕厚生労働省｢人口動態調査（2021年）｣   〔資料〕厚生労働省｢人口動態調査（2021年）｣   

  

 本県の死因別死亡率の推移 

 
〔資料〕厚生労働省｢人口動態調査」  

順位 死因
死亡率

（人口10万対）

1 悪性新生物＜腫瘍＞ 321.2

2 心疾患（高血圧性を除く） 203.6

3 老衰 120.4

4 脳血管疾患 104.3

5 肺炎 77.5

6 誤嚥性肺炎 41.3

7 不慮の事故 34.9

8 アルツハイマー病 25.0

9 腎不全 24.3

10 血管性及び詳細不明の認知症 23.2

- その他 326.7

総数 1302.5
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３ 県民の健康状況 
 

(１) 県民の健康意識 

県「保健医療に関する県民意識調査（2022（令和４）年）」によると、自分の健康状態

についての認識は下表のとおりです。2016（平成 28）年の調査結果と比較し、「よい」

と「まあよい」を合わせた割合がやや増加しています。 

 

自分の健康状態について 

 
〔資料〕県｢保健医療に関する県民意識調査（2022 年）」 

 

(２) 生活習慣病の有病者・予備群 

厚生労働省「国民健康・栄養調査（平成 28 年）」、県「県民健康・栄養調査（平成 28

年度）」によると、糖尿病・高血圧症・脂質異常症・メタボリックシンドロームの予備群

及び有病者の割合は下表のとおりです。 

全国の割合を概ね下回っていますが、メタボリックシンドロームの予備群については男女  

とも全国の割合を上回っています。 

 

生活習慣病の有病者・予備群の状況 

 
※表中の数値は、厚生労働省「国民健康・栄養調査（H28年）」の基準により判定された内容を掲載している。 

 ＜糖尿病＞   予備群：糖尿病の可能性を否定できない者、有病者：糖尿病が強く疑われる者 

  ＜高血圧症＞  予備群：正常高値血圧者、有病者：高血圧症有病者 

  ＜脂質異常症＞ 有病者：脂質異常症が疑われる者 

 ＜メタボリックシンドローム＞ 予備群：メタボリックシンドロームの予備群と考えられる者 

                 有病者：メタボリックシンドロームが強く疑われる者 

〔資料〕厚生労働省｢国民健康・栄養調査（H28年）、県｢県民健康・栄養調査（H28年度）」 

項目

よい 11.4% 11.5% 0.1%

まあよい 20.9% 22.9% 2.0%

普通 44.9% 44.9% 42.2% 42.2% -2.7% -2.7%

あまりよくない 18.3% 18.1% -0.2%

よくない 3.8% 5.1% 1.3%
22.1% 23.2% 1.1%

2016（平成28）年 2022（令和４）年 2022年－2016年

32.3% 34.4% 2.1%

予備群 有病者（該当者） 予備群 有病者（該当者）

男性 6.8% 12.7% 12.2% 16.3%

女性 6.5% 10.7% 12.1% 9.3%

男性 4.1% 49.1% 14.9% 57.4%

女性 9.7% 33.3% 10.7% 42.1%

男性 - 24.3% - 24.4%

女性 - 16.1% - 20.0%

男性 28.9% 19.4% 24.1% 27.0%

女性 11.4% 8.9% 8.2% 10.0%

脂質異常症

メタボリック

シンドローム

県 国（直近）
項目

糖尿病

高血圧症 原案にて修正 
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４ 県民の受療動向 
 

(１) 県内の受療動向 

ア 患者数 

県「患者調査（2021（令和３）年）」によると、県人口の約１％が入院治療を受けて

います。 

 

施設の種類別、患者住所別・受療の種類別にみた患者数（１日当たり） 

 
※ 県「患者調査（2021（令和３）年）」では、本県の人口は2020（令和２）年10月１日現在のデータ（1,939,110

人）を用いている。 
※ 県「患者調査（2021（令和３）年）」は、コロナ禍における各医療機関の負担軽減を図る観点から、調査対

象を県内病院及び有床診療所における入院患者とした。そのため、外来に関するデータを把握していない。 
 

〔資料〕県「患者調査（2021年）｣ 

 

イ 医療圏相互の受療動向 

県内の各保健医療圏間の受療動向をみると、前橋、渋川及び藤岡の各保健医療圏では、   

全入院患者のうち 40％以上の患者が他の保健医療圏及び県外から流入しています。前橋   

保健医療圏では県内全域から一定の流入があり、渋川保健医療圏では隣接する保健医療圏   

からの流入が多くなっています。また、藤岡、太田・館林の各保健医療圏では、県外から   

の患者の流入が多くなっています。 

 

(２) 県境地域における県外との連携 

本県では、地理的条件等の関係から、県境地域において他県の住民が県内で受診したり、  

県内の住民が他県で受診したりするケースが多い状況にあります。他県からの患者の流入

の状況をみると、他県と接している藤岡保健医療圏では全入院患者のうち約 26%が、太田・  

館林保健医療圏では全入院患者のうち 17％が他県からの流入患者となっています。 

今後、関係各県と相互に情報共有や協議を進め、医療連携に取り組むことが必要となって

おり、本県では県境を越えた救急搬送に対応するために、ドクターヘリの運航や、救急搬

送システムの運用に関して近隣県との広域連携を進めています。 

 

県内居住

（人口比）

県内居住

（人口比）

県内居住

（人口比）

17,077 17,077 -              

0.88% 0.88% -              

330 330 -              

0.02% 0.02% -              

17,407 17,407 -              

0.90% 0.90% -              
合計 18,888 18,888 -             

有床診療所 348 348 -             

区分 総数 入院 外来

病院 18,540 18,540 -             
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入院患者流入率（総数） 

 
 

入院患者流入率（一般病床） 

 
 

入院患者流入率（療養病床） 

 
〔資料〕県｢患者調査(2021年)｣   

受療地

住所地

43.2% 57.5% 36.7% 28.5% 44.7% 34.0% 31.7% 14.6% 20.7% 25.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

56.8% 13.4% 6.8% 8.3% 0.2% 0.2% 3.8% 0.7% 2.4% 0.5%

6.3% 42.5% 0.6% 3.5% 0.0% 0.1% 5.6% 3.0% 0.2% 0.0%

7.9% 3.4% 63.3% 2.8% 2.4% 0.2% 0.6% 0.1% 2.7% 2.6%

10.9% 12.2% 4.6% 71.5% 13.3% 26.0% 4.5% 1.5% 0.3% 0.2%

2.1% 1.3% 0.7% 4.0% 55.3% 4.6% 0.4% 0.0% 0.1% 0.2%

0.9% 1.1% 0.9% 2.7% 2.1% 66.0% 0.3% 0.0% 0.2% 0.1%

1.5% 6.0% 0.2% 0.7% 0.0% 0.0% 68.3% 4.7% 0.0% 0.0%

2.0% 9.8% 0.3% 0.8% 0.0% 0.1% 5.5% 85.4% 0.3% 0.0%

4.3% 1.2% 4.5% 0.4% 0.0% 0.1% 0.6% 0.0% 79.3% 4.4%

2.7% 2.0% 11.0% 0.7% 0.3% 0.2% 0.9% 0.0% 7.5% 75.0%

4.6% 7.2% 7.0% 4.4% 26.4% 2.2% 9.6% 4.6% 6.8% 17.0%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

吾 妻

沼 田

桐 生

太田・館林

県 外

不 詳

前 橋

渋 川

伊勢崎

高崎・安中

藤 岡

富 岡

吾 妻 沼 田 桐 生
太田

・館林

流入率

総 数

前 橋 渋 川 伊勢崎
高崎

・安中
藤 岡 富 岡

受療地

住所地

46.1% 49.7% 30.0% 24.2% 44.5% 29.5% 13.0% 13.3% 21.5% 25.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

53.9% 11.0% 6.4% 6.2% 0.2% 0.0% 2.3% 0.7% 2.8% 0.3%

6.9% 50.3% 0.8% 3.9% 0.0% 0.0% 3.7% 2.7% 0.2% 0.0%

7.6% 3.4% 70.0% 2.1% 2.7% 0.0% 0.9% 0.2% 2.8% 2.3%

11.8% 7.2% 2.5% 75.8% 12.5% 25.1% 1.9% 2.1% 0.4% 0.1%

1.6% 1.3% 0.4% 2.9% 55.5% 3.0% 0.5% 0.0% 0.2% 0.1%

1.0% 1.2% 0.2% 2.7% 1.9% 70.5% 0.5% 0.0% 0.2% 0.1%

1.8% 7.2% 0.1% 0.7% 0.0% 0.0% 87.0% 4.4% 0.0% 0.1%

2.3% 7.2% 0.3% 0.6% 0.0% 0.0% 1.4% 86.7% 0.3% 0.1%

4.4% 1.7% 3.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 78.5% 5.2%

3.0% 2.5% 8.5% 0.6% 0.2% 0.0% 0.9% 0.0% 7.9% 75.0%

5.7% 7.2% 7.6% 4.3% 27.0% 1.4% 0.9% 3.2% 6.6% 16.9%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

総 数

前 橋 渋 川 伊勢崎
高崎

・安中
吾 妻 沼 田 桐 生

太田

・館林

流入率

藤 岡 富 岡

不 詳

前 橋

渋 川

伊勢崎

高崎・安中

藤 岡

富 岡

吾 妻

沼 田

桐 生

太田・館林

県 外

受療地

住所地

26.4% 17.6% 32.8% 29.8% 44.5% 24.4% 51.7% 17.4% 20.6% 20.2%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

73.6% 6.6% 6.3% 11.8% 0.0% 0.0% 6.3% 0.7% 1.6% 0.2%

11.6% 82.4% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 5.6% 3.5% 0.2% 0.0%

3.6% 0.0% 67.2% 3.9% 0.7% 0.0% 0.3% 0.0% 3.4% 2.8%

6.3% 1.1% 4.4% 70.2% 16.1% 20.9% 7.3% 0.4% 0.4% 0.0%

0.3% 0.0% 0.5% 2.3% 55.5% 1.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%

0.3% 0.0% 0.3% 2.8% 2.9% 75.6% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0%

1.1% 7.7% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 48.3% 5.3% 0.0% 0.0%

0.8% 1.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 8.7% 82.6% 0.4% 0.0%

0.6% 0.0% 5.2% 1.0% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 79.4% 0.9%

0.6% 0.0% 9.4% 0.6% 0.7% 1.2% 1.0% 0.0% 7.0% 79.8%

1.4% 1.1% 6.8% 4.5% 24.1% 1.2% 20.6% 7.4% 7.4% 16.4%

0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

総 数

前 橋 渋 川 伊勢崎
高崎

・安中
吾 妻 沼 田 桐 生

太田

・館林

流入率

藤 岡 富 岡

不 詳

前 橋

渋 川

伊勢崎

高崎・安中

藤 岡

富 岡

吾 妻

沼 田

桐 生

太田・館林

県 外
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５ 医療機関の状況 
 

(１) 病院 

ア  本県の 2021（令和３）年における病院数は 128 施設、人口 10 万人当たり 6.6 施設と

なっており、全国（6.5 施設）とほぼ同程度となっています。 

イ  病院の種別では、全病院数の約 90％にあたる 115 施設が一般病院（精神科病院以外の   

病院）で、13 施設が精神科病院（精神病床のみを有する病院）です。 

 

(２) 一般診療所 

本県の 2021（令和３）年における一般診療所数は 1,587 施設、人口 10 万人当たり 82.4

施設となっており、全国（83.1 施設）とほぼ同程度となっています。 

 

(３) 歯科診療所 

本県の 2021（令和３）年における歯科診療所数は 979 施設、人口 10 万人当たり 50.8

施設となっており、全国（54.1 施設）をやや下回っています。 

 

二次保健医療圏別の医療機関の状況（2021（令和３）年 10 月 1 日現在） 

 
（備考：上段は実数、下段は人口10万対） 

〔資料〕厚生労働省｢医療施設（動態）調査(2021年)｣ 

 

  

歯科診療所

総数 一般病院 精神科病院 総数 一般病床 療養病床 精神病床 結核病床 感染症病床 施設数 病床数 施設数

前橋 20 18 2 4,355 3,034 382 922 9 8 340 243 204

渋川 10 7 3 2,183 1,056 100 977 46 4 76 32 43

伊勢崎 11 9 2 2,649 1,468 420 757 - 4 175 152 113

高崎・安中 31 30 1 4,495 2,703 898 878 10 6 392 243 225

藤岡 5 5 - 866 707 155 - - 4 48 - 31

富岡 4 4 - 998 527 107 360 - 4 63 9 28

吾妻 9 8 1 1,327 704 396 223 - 4 43 38 18

沼田 7 7 - 962 688 270 - - 4 56 49 34

桐生 12 11 1 2,065 1,222 553 286 - 4 130 93 97

太田・館林 19 16 3 3,525 2,216 709 590 - 10 264 91 186

128 115 13 23,425 14,325 3,990 4,993 65 52 1,587 950 979

6.6 6 0.7 1215.6 743.4 207.1 259.1 3.4 2.7 82.4 49.3 50.8

8,205 7,152 1,053 1,500,057 886,056 284,662 323,502 3,944 1,893 104,292 83,668 67,899

6.5 5.7 0.8 1195.2 706 226.8 257.8 3.1 1.5 83.1 66.7 54.1

二次保健

医療圏

病院施設数 病院病床数 一般診療所

県計

全国
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(４) 診療科目 

本県の 2022（令和４）年における診療科目別に見た病院及び一般診療所（重複計上）は

次のとおりです。 

 

保健医療圏別、診療科目別に見た病院・一般診療所数（2022（令和４）年 10 月１日現在） 

 

〔資料〕県｢医療施設機能調査(2022年度)｣  
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器
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膚
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児

科

精

神

科

心

療

内

科

外

科

呼
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心

臓

血
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外

科

乳

腺

外

科

気

管

食

道

外

科

消

化

器

外

科

（

胃

腸

外

科

）

泌

尿

器

科

前橋 15 8 11 4 8 3 7 2 5 2 6 8 2 10 4 4 4 1 6

渋川 8 2 4 1 2 2 3 1 2 0 4 7 1 5 1 2 1 0 4

伊勢崎 9 5 7 1 4 1 3 2 2 0 2 4 2 8 1 1 1 0 3

高崎・安中 21 8 15 4 3 2 11 3 6 0 7 7 2 16 2 6 6 0 10

藤岡 4 4 5 2 3 3 4 1 3 0 2 2 1 4 0 0 1 0 2

富岡 4 1 2 0 1 0 4 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2

吾妻 7 0 2 0 1 0 1 0 1 0 3 3 1 4 1 0 1 0 2

沼田 7 5 6 2 2 1 5 2 3 0 3 2 0 6 1 1 2 0 4

桐生 9 3 3 1 1 1 3 1 2 0 4 2 0 4 3 1 3 0 2

太田・館林 17 10 8 2 5 2 6 0 4 0 4 6 2 12 4 5 3 0 10

合計 101 46 63 17 30 15 47 12 28 2 37 43 11 71 17 20 22 1 45

前橋 92 31 35 6 6 4 20 21 12 2 29 13 7 26 0 0 1 0 9

渋川 21 9 10 0 1 0 10 6 1 0 8 0 2 4 0 1 0 0 5

伊勢崎 49 7 19 1 3 0 11 8 5 0 21 5 6 9 0 0 0 1 4

高崎・安中 112 19 31 3 6 1 25 12 10 1 40 15 10 31 0 0 3 0 12

藤岡 12 1 3 2 0 1 4 2 3 0 7 1 0 6 0 0 0 0 3

富岡 18 3 6 2 1 0 6 1 2 0 9 1 1 6 0 0 0 1 2

吾妻 17 0 1 0 1 0 2 0 0 0 11 1 1 4 0 1 0 0 1

沼田 11 2 3 0 1 0 3 2 0 0 11 1 1 3 0 0 0 0 2

桐生 47 6 16 0 1 1 12 6 1 0 18 2 2 9 0 0 0 0 1

太田・館林 74 9 21 3 6 1 18 14 14 0 43 10 7 18 0 0 3 0 4

合計 453 87 145 17 26 8 111 72 48 3 197 49 37 116 0 2 7 2 43

肛

門

外

科

脳

神

経

外

科

整

形

外

科

美

容

外

科

眼

科
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児
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科

リ
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救
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科

小
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科

前橋 3 3 13 0 6 2 4 2 3 13 6 10 5 2 2 3 0 0

渋川 1 2 4 0 3 1 1 1 1 4 3 4 1 1 2 3 0 0

伊勢崎 2 4 6 0 4 0 1 0 1 6 4 3 2 0 3 4 0 0

高崎・安中 5 8 19 0 4 1 1 0 2 17 9 10 2 0 1 5 0 0

藤岡 2 1 4 0 2 0 2 0 0 4 2 1 1 1 2 1 0 0

富岡 0 1 2 0 2 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 2 0 0

吾妻 1 1 6 0 1 0 0 0 2 4 3 1 0 0 1 0 0 0

沼田 3 4 6 0 2 1 1 0 2 7 3 4 1 0 1 0 0 0

桐生 0 3 6 0 3 0 1 0 0 8 4 4 2 1 1 2 0 0

太田・館林 2 6 11 0 5 1 2 0 3 11 6 8 2 0 2 3 0 0

合計 19 33 77 0 32 6 14 3 14 77 41 46 17 5 15 23 0 0

前橋 7 3 24 1 12 2 8 0 1 16 3 4 0 0 0 0 0 0

渋川 1 0 6 0 4 1 1 2 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0

伊勢崎 6 3 14 0 14 0 6 0 1 5 2 3 0 0 0 1 0 1

高崎・安中 8 5 23 6 24 1 9 0 5 13 4 5 1 0 0 4 1 1

藤岡 3 0 5 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0

富岡 2 1 7 0 1 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0

吾妻 1 1 4 0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0

沼田 1 1 6 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

桐生 2 1 9 0 9 0 2 0 1 4 0 3 1 0 0 0 0 0

太田・館林 9 3 19 1 14 0 5 0 6 13 2 5 0 0 0 2 0 1

合計 40 18 117 8 84 4 34 2 17 65 15 22 2 0 0 9 1 4
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病

院
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第１節 保健医療圏  

１ 保健医療圏設定の意義 
 

住み慣れた地域で安心した生活を送るためには、必要とする保健医療サービスを、県民誰も

が適切に受けられることが必要です。 

こうした県民の保健医療ニーズに対応するため、一次、二次、三次の各保健医療圏を設定し、

保健・医療・福祉を担う機関や団体等の相互の機能分担と連携を図ることにより、県民の安心

を支え、効率的で安全な保健医療サービスを提供できる体制の整備を目指しています。 

 

(１) 一次保健医療圏（区域：市町村） 

県民の日常生活に密着した保健医療サービスの提供や、頻度の高い一般的な疾病の治療  

などを行うための最も基礎的な圏域です。 

頻度の高い一般的な疾病には、かかりつけ医を中心とした身近な地域の医療体制が必要  

であり、介護保険事業や健康増進事業などは市町村が実施主体であること等から、住民に  

身近な地域での保健・医療・福祉の連携体制構築を図るため、市町村区域となっています。 

具体的には、次のようなサービスが提供されます。 

 かかりつけ医による一般的な診療 

 市町村保健センター等を中心とした健康管理、疾病の予防活動などの身近な保健サー

ビス 

 

(２) 二次保健医療圏（区域：県内の 10 圏域） 

高度・特殊な医療を除く一般的な入院医療、リハビリテーション及び比較的専門性の高     

い保健医療サービスの提供を行う圏域です。 

主にこの圏域を単位として、保健医療サービスを提供するための施設や設備、医師や看  

護師等の医療従事者の適正配置及び保健医療提供体制の体系化を図っていきます。 

具体的には、次のような保健医療施策が実施されます。 

 一般病床及び療養病床の整備 

 保健医療施設の機能分担・連携の促進、地域医療支援病院の整備 

 救急医療体制の整備、へき地医療の確保、地域リハビリテーションの確保 

 

(３) 三次保健医療圏（区域：県） 

高度・特殊な医療や、より広域的に実施すべき保健医療サービスの提供を行う圏域です。   

具体的には、次のような保健医療施策が実施されます。 

 精神病床、結核病床及び感染症病床の整備 

 統合型医療情報システムや周産期医療情報システムの運用 

 先進的な技術や特殊な医療機器を必要とする医療機能の整備 

 発生頻度が低い疾病に対する医療や専門性の高い救急医療の確保 
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２ 二次保健医療圏 
 

本県の二次保健医療圏については、次表の市町村で構成される 10 圏域とします。 

二次保健医療圏名 構成市町村 面積（㎢） 人口（人） 

前橋保健医療圏 前橋市 311.59 328,964 

渋川保健医療圏 渋川市、榛東村、吉岡町 288.65 109,253 

伊勢崎保健医療圏 伊勢崎市、玉村町 165.22 246,679 

高崎・安中保健医療圏 高崎市、安中市 735.47 423,802 

藤岡保健医療圏 藤岡市、上野村、神流町 476.74 64,540 

富岡保健医療圏 
富岡市、下仁田町、南牧村、 

甘楽町 
488.67 65,883 

吾妻保健医療圏 
中之条町、長野原町、嬬恋村、 

草津町、高山村、東吾妻町 
1278.55 49,988 

沼田保健医療圏 
沼田市、片品村、川場村、昭和村、

みなかみ町 
1765.69 74,660 

桐生保健医療圏 桐生市、みどり市 482.87 151,660 

太田・館林保健医療圏 
太田市、館林市、板倉町、明和町、

千代田町、大泉町、邑楽町 
368.88 397,763 

合 計 ３５市町村 6362.28 1,913,192 

 

〔資料〕国土地理院「面積調（2023年）」、県｢年齢別人口統計調査（2022年）｣ 

                                  なお、四捨五入の関係で圏域面積の合計と県面積とは一致しない。 
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３ 二次保健医療圏の検討 
 

(１) 二次保健医療圏の設定の見直し基準について 

国が定める医療計画作成指針では、二次保健医療圏の設定について、人口規模が 20 万人  

未満の二次医療圏については、流入入院患者割合が 20％未満であり、かつ、流出入院患者  

割合が 20％以上となっている場合には、入院に係る医療を提供する一体の区域として成り  

立っていないと考えられるものとして、医療圏設定の見直しを検討することが必要とされ

ています。 

 

(２) 二次保健医療圏の現状について 

本県の既設の 10 保健医療圏で、圏域の人口規模が 20 万人未満となるのは６保健医療圏

ありますが、県「患者調査（2021（令和３）年）」では、この６圏域のうち、流入入院患

者割合が 20％未満で、かつ、流出入院患者割合が 20％以上となるところはありませんで

した。 

 

(３) 第９次計画における二次保健医療圏の設定について 

第８次計画では、次の理由から、既設の 10 保健医療圏を維持することとします。 

ア  既設の 10 保健医療圏のうち、国の医療計画作成指針で求められる見直し基準に該当    

する圏域がないこと。 

イ  既設の 10 保健医療圏を基本として、各種拠点病院の整備等、様々な医療需要に効率    

的に対応できる保健医療提供体制の構築が進展していること。 

ウ  広域的な医療需要に対しては、疾病・事業ごとに柔軟に対応する「二．五次保健医療    

圏」を設定し、医療機関の間で連携体制の構築が図られていること。 

なお、今後の地域医療構想の推進や地域包括ケアシステムの構築などを踏まえながら、

第９次計画の期間中も、引き続き二次保健医療圏のあり方や県、市町村、医療関係者の役

割などについて検討していくこととします。 

 

４ 二．五次保健医療圏 
 

(１) 二．五次保健医療圏の設定について 

本県では、第６次計画（計画期間：2010（平成 22）年度～2014（平成 26）年度）の策

定の際に、次のような医療・社会情勢の変化を踏まえ、二次保健医療圏のあり方について

関係者との協議や検討を進めました。 

 特定の診療科を中心として医師不足が進行しており、一部の医療機関では医療機能に    

影響が出ていること。 

 医療技術の進展の中で、ｔ－ＰＡのように、限られた時間の中で、多くの医療スタッ    

フが対応するなど、従来の圏域を越えて複数の医療機関が連携して地域医療を守って

いく必要性が高まっていること。 
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こうしたことから、第６次計画からは、本県独自の考え方として、疾病や事業によっては    

医療資源の状況などから二次保健医療圏より広域的かつ柔軟に対応する「二．五次保健医

療圏」を設けています。 

 

(２) 第９次計画における二．五次保健医療圏 

限られた医療資源を有効に活用するため、第９次計画においても、従来の「二．五次保健  

医療圏」の考え方を継承し、複数の二次保健医療圏の関係機関が連携して、広域的かつ柔軟  

に医療需要に対応することとします。 

 

 【二次保健医療圏と二．五次保健医療圏の関係】 

 
（注）５疾病・６事業及び在宅医療のうち、精神疾患、救急医療、災害医療、へき地医療及び在宅医療については、

個別事業ごとに圏域を設定して医療連携体制の構築を推進している。 

 

  

脳卒中
心筋梗塞等の
心血管疾患

糖尿病 がん 周産期 小児

高崎・安中保健医療圏

（高崎市・安中市）

藤岡保健医療圏

(藤岡市・上野村・神流町）

富岡保健医療圏

(富岡市・下仁田町・南牧村・甘楽町）

桐生保健医療圏

(桐生市・みどり市)

太田・館林保健医療圏

(太田市・館林市・板倉町・明和町・
 千代田町・大泉町・邑楽町）

伊勢崎保健医療圏

(伊勢崎市・玉村町）

前橋保健医療圏

(前橋市）

渋川保健医療圏

(渋川市・榛東村・吉岡町）

吾妻保健医療圏

(中之条町・長野原町・嬬恋村・
 草津町・高山村・東吾妻町）

沼田保健医療圏

(沼田市・片品村・川場村・
 昭和村・みなかみ町）

県　計

二次保健医療圏

二．五次保健医療圏

事業疾病

４圏域５圏域

中部圏域

西部圏域

東部・伊勢崎圏域

東部圏域

吾妻・渋川・前橋圏域

利根沼田圏域

北部

圏域

北毛

圏域

中毛

圏域

東毛

圏域

西毛

圏域
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第２節 基準病床数  

１ 基準病床数 
 

基準病床数は、病院及び診療所の病床の適正配置を促進することを目的に、医療法第 30 条

の４第２項第 14 号の規定に基づき、病床整備の基準として、病床の種別ごとに定めるもので

す。 

一般病床及び療養病床に係る基準病床数は二次保健医療圏ごとに、精神病床、結核病床及び

感染症病床は県全域で定めます。 

 なお、基準病床数は整備すべき病床数を示すものであって、現在ある病床を強制的に基準病

床数まで削減させるというものではありません。 

 保健医療計画で定めた基準病床数を既存病床数が上回っている、いわゆる「病床過剰地域」  

では、病院の開設・増床・病床種別の変更又は診療所の病床の設置・増床を行おうとする場合

は、原則として、開設中止等の知事の勧告の対象となります。 

 ただし、「病床過剰地域」においても、医療の高度化や機能分化のため病床の増床や再編が

必要な場合には、基準病床数制度における特定の病床に係る特例措置や公的医療機関等の再編

統合の特例措置、地域医療連携推進法人制度の活用などにより病床の整備ができる場合があり

ます。 

この計画における基準病床数は次の表のとおりです。 

 

【地域医療連携推進法人制度とは】 

地域医療連携推進法人は、2017（平成 29）年から始まった制度で、地域医療構想や

地域包括ケアシステムを達成するための一つの選択肢として創設されました。 

この制度では、医療機関における機能の分担及び業務の連携を推進するための方針を

定め、当該方針に沿って、参加法人の医療機関の機能の分担及び業務の連携を推進する

ことを目的とする一般社団法人を都道府県知事が地域医療連携推進法人として認定す

る仕組みとなっています。 

地域医療連携推進法人には介護事業等を実施する非営利法人も参加することができ

ることとされており、介護との連携も図りながら、地域医療構想の達成及び地域包括ケ

アシステムの構築に資する役割を果たすものとされています。また、当該法人に参加す

る施設間で病床数の調整ができるなどのメリットがあるとされています。 

なお、県が地域医療連携推進法人の認定等を行うに当たっては、地域医療構想との整

合性に配慮するとともに、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴くこととされてい

ます。 
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(１) 一般病床及び療養病床 

 

 
 

(２) 精神病床 

 
 

(３) 結核病床 

 
 

(４) 感染症病床 

 
（※既存病床数はいずれも平成30年３月末現在） 

  

一般病床 療養病床

前橋保健医療圏 3,272 3,582 3,160 422

渋川保健医療圏 692 1,046 891 155

伊勢崎保健医療圏 1,696 1,901 1,462 439

高崎・安中保健医療圏 3,267 3,484 2,520 964

藤岡保健医療圏 644 898 707 191

富岡保健医療圏 726 815 549 266

吾妻保健医療圏 437 867 376 491

沼田保健医療圏 648 958 688 270

桐生保健医療圏 1,200 1,678 1,119 559

太田・館林保健医療圏 2,520 3,093 2,281 812

県 計 15,102 18,322 13,753 4,569

保健医療圏 基準病床数 既存病床数

保健医療圏 基準病床数 既存病床数

県 全 域 4,301 5,009

保健医療圏 基準病床数 既存病床数

県 全 域 40 65

保健医療圏 基準病床数 既存病床数

県 全 域 52 52
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２ 届出により一般病床等を設置できる診療所（特例診療所） 
 

医療法第７条第３項及び医療法施行規則第１条の 14 第７項第１号及び第２号の規定に基づ 

き、次の診療所については、一般病床又は療養病床の設置について許可を受けることを要せず 

届出により設置できることとされています。 

 医療法第 30 条の７第２項第２号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その

他の地域包括ケアシステム（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する

法律第２条第１項に規定する地域包括ケアシステムをいう）の構築のために必要な診療

所 

 へき地の医療、小児医療、周産期医療、救急医療その他の地域において良質かつ適切な

医療が提供されるために必要な診療所 

なお、上記の診療所に該当するかどうかについては、届出前に事前計画書等の提出を求める

等の方法で確認するとともに、都道府県医療審議会の議を経るものとされています。 
 


